
　　令和８年　３月　３１日
佐世保市長　様

法人名　　　　　　　　　　　　
クラブ名　　　　　　　　　　　　

　　　代表者名　　　　　　　　　　　印
情報の取扱いに関する実施状況報告書
　令和７年４月１日付契約により実施した受託業務にかかる、個人情報及び業務情報の取扱いに関する各遵守事項について、下記のとおり報告します。
記
１　契　約　名　： 佐世保市児童クラブ事業運営委託契約
２　実施期間　：令和７年４月１日　～　令和８年３月３１日
３　確認事項　　

	項　　目
	遵　　守　　内　　容
	遵守状況

	1 秘密の保持
	知り得た個人情報及び業務情報を他に漏らさないこと
	

	2 収集の制限
	個人情報を収集するときは必要な範囲内で適法かつ公正な手段により行うこと
	

	3 再委託の禁止
	当該業務の全部又は一部を第三者に再委託していないこと
又は文書を提出した上で再委託の承諾を得ること
	

	4 目的外利用及び
提供の禁止
	知り得た個人情報及び業務情報を契約の目的以外に利用しないこと　

第三者に提供又は譲渡しないこと
	

	5 複写又は複製の
禁止
	知り得た個人情報及び業務情報が記録された資料等について承諾を得ずに複写、複製をしないこと
	

	6 個人情報の引渡し
	個人情報及び業務情報の提供を受けるとき、受託事業者であることを称するものを提示し引渡しを受けること
	

	7 情報の適正管理
	個人情報及び業務情報の適正な管理のために情報の取扱管理責任者を定めること
	

	8 従事者及び作業場所の特定
	業務を行う従事者及び作業場所を特定すること
個人情報を扱う場合、別紙「情報の取扱いに関する従事者等報告書」に基づき従事者等を報告すること　または別途作業計画等により報告すること

報告した内容を変更する場合にはその都度報告すること
	

	9 文書・電子媒体等の取扱い
	知り得た個人情報及び業務情報が記録された紙文書及び電子媒体等について適正な管理・取扱いを行うこと
	

	10 資料の返還等
	個人情報が記載された資料について、適切に処理（返還・引渡し・廃棄）すること
	

	11 事故報告
	個人情報及び業務情報の取扱いに関し、業務の履行に影響を及ぼす事故が発生、又は事故の発生が予想されるとき、必要な処置を講じること
	

	12 従事者への周知
	従事している者に対し、知り得た個人情報及び業務情報に関する守秘義務等、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知すること
	

	※　以下、情報システム保守または開発に係る契約の場合
	

	13 従事者及び作業場所の特定
	別紙「情報の取扱いに関する従事者等報告書」に基づき従事者等を報告すること　または別途作業計画等により報告すること

報告した内容を変更する場合にはその都度報告すること
	―

	14 サービスレベルの保証
	別紙「情報の取扱い保証仕様書」に定める情報セキュリティに関するサービスレベルを保証すること
	―


※「遵守状況」欄に　
遵守している： ○　　遵守できていない： ×　　該当なし： －　を記入すること。

　なお、遵守できていない項目がある場合には、別途その詳細を文書にて報告すること。
以　上
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別紙６（業務委託契約）　









